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行政監査結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき行政監査を次のとおり実施しました。 

 

第１ 監査を実施した監査委員 

小 嶋 正 道 

塚 本 克 彦 

 

第２ 監査の種類 

行政監査 

 

第３ 監査の概要 

１ テーマ 

行政財産の目的外使用許可事務について 

２ 目 的 

地方自治体の財産のうち、行政財産は、地方自治法第２３８条の４第７項によ

り「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する

ことができる。」とされている。 

みよし市における行政財産の目的外使用許可の事務は、みよし市行政財産の目

的外使用に係る使用料条例（以下、「使用料条例」という。）に基づき、行政財産

の目的外使用を許可し、使用料を徴収している。 

また、みよし市民病院は地方公営企業法第３３条第３項及びみよし市病院事業

の行政財産の目的外使用に関する規程（以下「規程」という。）に基づき、同事務

を行っている。 

この行政財産目的外使用の現状を把握し、使用許可に関する事務や使用料の算

定・徴収等が適正に行われているか、また、その行政財産の本来の用途又は目的

の妨げになっていないかを検証し、行政財産の目的外使用事務の適正な執行に資

することを目的とする。 

３ 監査の実施期間及び対象期間 

（１）実施期間 

令和２年１０月７日から令和３年２月２６日まで 

定期監査に合わせて実施 

 （２）対象期間 

    令和２年４月 1 日から令和２年１２月２４日までの間に使用許可を行って 

るもの。 

   （令和２年度より前に許可したもので、令和２年度に継続して使用させてい 

   るものを含む） 
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４ 対象部局課 

  監査の対象は行政財産の目的外使用許可事務を所管（公営企業を含む）する 

全部局  

５ 着眼点 

（１）目的外使用に関する申請・許可の手続きは適正か。 

（２）使用料の算定は適正か。 

（３）使用料の徴収、減免等の事務は適正に行われているか。 

（４）光熱水費の実費負担の算定及び徴収は適正に行われているか。 

（５）行政財産目的外使用の許可条件は遵守されているか。 

６ 実施内容 

監査の実施に当たっては、着眼点に沿って監査することを基本とし、監査対象

部局から行政財産の目的外使用に係る申請書の受理、決定書の作成及び決裁等許

可事務の状況や利用実態等について、関係書類の提出を求め、照合、確認すると

ともに関係職員からの聴き取りを行った。 

 

第４ 監査の結果      

 １ 行政財産の目的外使用許可の状況等について、公営企業を含む全部局を対象に 

  行政財産の目的外使用許可に係る書類を調査した結果、本市の使用許可状況は以 

  下のとおりである。なお、各表中の比率は、原則として小数点以下第２位を四捨 

  五入したもので、構成比率が合計１００とならないものがある。 

 （１）所管部局別、種類別許可状況                             

区分 土地（件） 建物（件） 合計（件） 部局別構成比（％） 

政策推進部 ０ ０ ０ ０ 

総務部 ４５ ３ ４８ ９.８ 

市民協働部 ２９ １ ３０ ６.１ 

福祉部 １０ １ １１ ２.２ 

子育て健康部 ４１ １ ４２ ８.５ 

環境経済部 ５０ １ ５１ １０.４ 

都市建設部 ２１ １ ２２ ４.５ 

教育部 ２７１ １６ ２８７ ５８.３ 

会計課 ０ ０ ０ ０ 

議事課 ０ ０ ０ ０ 

監査委員事務局 ０ ０ ０ ０ 

病院事業 ０ １ １ ０.２ 

下水道事業 ０ ０ ０ ０ 

合 計 ４６７ ２５ ４９２ ― 

   ※土地と建物は、使用料条例別表（第２条関係）及び規程別表（第３条関係）

に定める行政財産の種類により振り分けをした。 

 



3 

 

   行政財産の目的外使用許可件数の合計は４９２件で、その内訳は土地が４６７ 

件（９４.９％）、建物が２５件（５.１％）である。 

   所管部局の使用許可件数でみると、学校施設やスポーツ施設等を所管する教育 

部が２８７件（５８.３％）と最も多く、次に環境経済部が５１件（１０.４％）、 

総務部４８件（９.８％）となっている。 

（２）用途別の使用許可状況    

区分 申請件数（件） 構成比（％） 

電柱・電話柱 １７０ ３４.６ 

支線 １６７ ３３.９ 

支柱・支線柱・その他の柱類 ３８ ７.７ 

電線・架空線 １３ ２.６ 

送電線鉄塔 １ ０.２ 

公衆電話 ６ １.２ 

太陽光発電設備 １１ ２.２ 

基地局・引込中継柱 ３ ０.６ 

公衆無線ＬＡＮ ７ １.４ 

郵便差出箱 ６ １.２ 

駐車場 ２０ ４.１ 

公告案内板・パネル ２ ０.４ 

自動販売機 ４ ０.８ 

テレビ受信アンテナ ２ ０.４ 

カーブミラー ２ ０.４ 

物置・保管庫 １２ ２.４ 

四等三角点・表示杭 ６ １.２ 

防犯カメラ ５ １.０ 

その他（上記以外のもの） １７ ３.５ 

合  計 ４９２ ― 

   ※その他は、記念碑、表示杭、バス停留所、無線収納箱及びアンテナ、道路照 

    明灯、震度計附属機器、汚水ポンプ制御盤、雨水取水施設の築造・ポンプ制 

    御盤の設置及び付帯構造物、水道配水設備、長椅子、保温庫、掲示板、ラッ 

    クがある。 

    用途別の件数でみると、電柱・電話柱が１７０件(３４.６％)、支線が１６７ 

件（３３.９％）と大半を占めており、次に支柱・支線柱・その他の柱類が３８ 

件(７.７％)、駐車場２０件（４.１％）となっている。 

 （３）許可期間別の使用状況   

    行政財産の目的外使用期間は、「みよし市財産管理規則第８条第２項に次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。ただし、これを更新する

ことができる。」とされている。 
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区分 期間 

（１）電線、電柱、その他これらに類するものを設置するとき ５年以内 

（２）地下埋設物で半永久的な施設を設置するとき １０年以内 

（３）上記に定める施設以外の施設を設置するとき ２年以内 

    なお、市民病院の規程では、（３）上記に定める施設以外の施設の設置 

については「３年以内」とされている。 

（４）許可期間別使用許可件数                                   

許可期間 件数（件） 内容 

１年又は１年

以内 
８５ 

公衆無線ＬＡＮ、物置、保管庫、自動販売機、学校

体育館、武道場、防災倉庫、トイレ、駐車場等 

２年 １４ 
防犯カメラ、記念碑、四等三角点、表示杭、汚水ポ

ンプ制御盤、水道配水施設等 

３年 ４ カーブミラー、バス停等 

４年 ２ 基地局、引込中継線柱等 

５年 ３８４ 電柱、電話柱、支線、公衆電話、郵便差出箱等 

１０年 ３ 四等三角点、震度計等 

合計 ４９２  

   許可期間別の使用許可件数をみると、５年のものが３８４件（７８.０％） 

と最も多く、主な用途は電柱、電話柱、支線、公衆電話、郵便差出箱等である。 

次に１年又は１年以内のものが８５件（１７.３％）で、主な使用用途は公 

衆無線ＬＡＮ、物置、保管庫等となっている。 

 （５）使用者別使用許可の状況                      

区分 件数（件） 構成比（％） 

公共団体 １７ ３.５ 

公共的団体 ８ １.６ 

公益事業者 ４１７ ８４.８ 

企業 ２０ ４.１ 

その他 ３０ ６.１ 

合計 ４９２ ― 

   公的団体…国及び地方公共団体 

   公共的団体…自治会、公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人等 

   公益事業者…電力・ガス供給、通信事業等 

   企業…会社、個人事業者 

   その他…職員組合、学校法人、公立学校、ＰＴＡ等各種活動団体 
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（６）使用料の徴収について                 

区分 
申請件数

（件） 

減免なし

（件） 

減免あり

（件） 

構成比 

（％） 

電柱・電話柱 １７０ １６７ ３ ４.８ 

支線 １６７ １６７ ０ ０ 

支柱・支線柱・その他の柱類 ３８ ３７ １ １.６ 

電線・架空線 １３ １３ ０ ０ 

送電線鉄塔 １ １ ０ ０ 

公衆電話 ６ ６ ０ ０ 

太陽光発電設備 １１ １１ ０ ０ 

基地局・引込中継柱 ３ ３ ０ ０ 

公衆無線ＬＡＮ ７ ７ ０ ０ 

郵便差出箱 ６ ６ ０ ０ 

駐車場 ２０ ２ １８ ２８.６ 

公告案内板・パネル ２ ２ ０ ０ 

自動販売機 ４ ３ １ １.６ 

テレビ受信アンテナ ２ ２ ０ ０ 

カーブミラー ２ ２ ０ ０ 

物置・保管庫 １２ ０ １２ １９.０ 

四等三角点・表示杭 ６ ０ ６ ９.５ 

防犯カメラ ５ ０ ５ ７.９ 

その他（上記以外のもの） １７ ０ １７ ２７.０ 

合  計 ４９２ ４２９ ６３ ― 

   ※構成比…「減免あり」の構成比率 

   ※その他…無線収納箱及びアンテナ、長椅子、掲示板、保温庫、ラック、汚水 

ポンプ制御盤等 

 

   使用料については、使用料条例別表（第２条関係）及び規程別表(第３条関係) 

に掲げる区分と単位に応じて使用料が算出され、使用料条例第３条第１項及び規 

程第４条第１項に定める期間までに徴収がされていた。 

 また、自動販売機の設置に伴う電気料金等は使用料とは別で、実費として市長 

が定める金額について適正に徴収されていた。 

   使用料の減免については、使用料条例第５条及び規程第６条で「市長（管理者） 

は、次のいずれかに該当するときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期する 

ことができる。」と規定している。 

 使用料減免の状況については、減免なしが４２９件（８７.２％）、減免ありが 

６３件（１２.８％）である。減免ありの多いものを用途別でみると、駐車場１８ 

件、物置・保管庫１２件となっている。 
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 ２ 使用許可の手続きについて 

   一部の業務について、予備監査時に次のとおり事務手続きの不備が見受けられ 

た。所管課には速やかに改善するよう指導するとともに、結果報告と証拠書類の

提示を求めた。その結果、いずれも是正されたことを確認した。   

 （１）行政財産の目的外使用料の金額が相違する。(２件) 

 （２）行政財産の目的外使用許可期間が満了になったが、継続して使用する場合は 

 再申請が必要であるが再申請が提出されていなかった。（１件） 

 （３）行政財産の目的外使用許可申請書から決定書に記載されている許可期間が読 

   み取れない。（１件） 

    また、その他として「財政課長の合議が押印されていない」、「決定書の発送 

番号が記載されていない」、「行政財産の目的外使用許可をしてから、使用料徴 

収の通知文を出すまでの期間が空きすぎている」等の不備が見られた。 

 

第５ 監査意見 

 令和２年度の行政監査は、行政財産の目的外使用状況を明らかにするとともに、 

目的外使用に係る手続きや処理等が適正に行われているかを調査することにより、 

今後の適正かつ効率的な行政財産管理事務の執行に資することを目的として実施 

したものである。 

  令和元年１２月２４日にみよし市行政財産の目的外使用に係る使用料条例の一 

部が改正され、令和２年４月１日から施行しており、一部使用料の金額が変更に 

なったが、誤って変更前の使用料で徴収した案件が見受けられた。 

 行政財産の目的外使用は本来の目的の範囲を超えて財産活用を図るためのもの 

であるため、その活用に係る手続きや処理については、適法性・公平性の視点に 

立ち、適正かつ慎重な事務執行が求められている。 

 事務処理については、使用料条例、規程及びみよし市財産管理規則並びにみよ 

し市職務権限規程など関係法令の再確認を行い、適正な事務の執行に努められる 

とともに効率的・効果的に行政財産を管理されるよう、期待するものである。    

 

 

 


